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広域物資拠点施設整備費補助金交付要綱 
 

平成２３年１２月 ２日 国官参物第１４４号 
（改正）平成２５年 ２月２７日 国官参物第２３９号 

 
（通則） 

第１条 広域物資拠点施設整備費補助金（以下「補助金」という。）の交付につ

いては、別に定めのある場合を除き、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）及び同

法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）に

よるほか、この要綱の定めるところによる。 
 
（交付の目的） 

第２条 この補助金は、災害時の支援物資の円滑な輸送を確保するための広域

物資拠点施設の整備を促進し、官民における災害時の協力体制の構築を推進

することで、「災害に強い物流システムの構築」を支援することを目的とする

ものである。 
 
（用語の定義） 

第３条 民間の施設・ノウハウを活用した災害に強い物流システムの構築に関

する協議会（以下「協議会」という。）とは、地域における災害に強い物流シ

ステムを構築するために、地方運輸局が主体となり、国、地方自治体及び関

係事業者等の構成員によって設置されるものをいう。 
２ 広域物資拠点施設とは、協議会において定められた物流施設で、災害時に

おいて支援物資輸送の拠点として活用する施設をいう。 
３ 物流計画とは、協議会において策定する、大規模広域災害時における緊急

支援の物資輸送等に係る官民の広域連携計画のことをいう。 
４ 災害時応援協定とは、災害発生時における各種応急復旧活動に関する人

的・物的支援について、地方自治体と民間事業者や関係機関との間で、また

は自治体間で締結される協定のことであり、本要綱内においては、その中で

特に緊急支援物資の受入・保管・仕分け等の作業にかかる協定をいう。 
 
（補助対象事業等） 

第４条 国土交通大臣（以下「大臣」という。）は、補助対象事業の実施に必要

な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費（以下「補助対象

経費」という。）について、予算の範囲内において補助対象事業者に対して補
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助金を交付する。 
２ この補助事業の補助対象事業者、補助対象経費及び補助率等については、

別表に定めるものとする。 
 
（交付申請） 

第５条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第１号様

式による補助金交付申請書を地方運輸局長等（神戸運輸監理部長及び沖縄総

合事務局長を含む。以下「地方運輸局長等」という。）に提出しなければなら

ない。 
２ 地方運輸局長等は、前項に定める補助金交付申請書を受理したときは、所

要の審査を行い大臣に進達するものとする。 
３ 補助金交付申請書には必要に応じて大臣が指示する書類を別途添付しなけ

ればならない。 
 
（交付決定及び通知） 

第６条 大臣は、地方運輸局長等から進達された前条第１項の規定による補助

金交付申請書について、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範

囲内において交付決定を行い、交付決定の内容等を地方運輸局長等に通知す

るものとする。 
２ 地方運輸局長等は、大臣から前項の規定による通知を受けたときは、補助

金の交付を申請した補助対象事業者に交付決定の内容等を通知するものとす

る。 
３ 大臣は、第１項の交付決定の通知に際して、必要な条件を付すことができ

るものとする。 
  
（補助対象事業の計画変更の申請） 

第７条 補助対象事業者は、補助対象設備の内容、補助対象経費の配分等申請

書に記載した内容について変更しようとするときは、軽微な変更を除き、あ

らかじめ大臣の承認を受けなければならない。 
２ 補助対象事業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第２

号様式による交付決定（変更）申請書を地方運輸局長等に提出するものとす

る。 
３ 第１項の軽微な変更とは、「補助金等適正化法の「軽微な変更」及び「同種

の基準」（昭和３０年中央連絡協議会）による。 
４ 地方運輸局局長等は、第２項に定める交付決定（変更）申請書を受理した

ときは、所要の審査を行い大臣に進達するものとする。 
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（交付決定の変更及び通知） 
第８条 大臣は、地方運輸局長等から進達された前条の規定による交付決定（変

更）申請書について、交付決定を変更すべきと認めたときは、交付決定の変

更を行い、地方運輸局長等にその旨通知するものとする。 
２ 地方運輸局長等は、大臣から前項の規定による通知を受けたときは、交付

決定（変更）通知書により、交付決定（変更）を申請した補助対象事業者に

通知するものとする。 
３ 大臣は、第１項の交付決定の変更に際して、必要な条件を付すことができ

る。 
 
（交付申請の取下げ） 

第９条 補助対象事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件

に不服があることにより、当該補助金の交付の申請を取り下げようとすると

きは、交付決定の通知を受けた日から起算して１０日以内に、第３号様式に

よる補助金交付申請取下届出書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 
 
（補助事業の中止等） 

第１０条 補助対象事業者は、補助対象事業を事情の変更により中止又は廃止

しようとするときは、あらかじめ大臣の承認を受けなければならない。 
２ 補助対象事業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第４

号様式による補助対象事業中止（廃止）申請書を地方運輸局長等に提出しな

ければならない。 
３ 地方運輸局長等は、前項に定める補助対象事業中止（廃止）申請書を受理

したときは、所要の審査を行い大臣に進達するものとする。 
４ 大臣は、地方運輸局長等から進達された第２項の規定による補助対象事業

の中止（廃止）申請書について、事業を中止（廃止）すべきものと認めたと

きは、地方運輸局長等にその旨通知するものとする。 
５ 地方運輸局長等は、大臣から前項の規定による通知を受けたときは、補助

対象事業中止（廃止）承認通知書により、補助対象事業の中止（廃止）を申

請した補助対象事業者に通知するものとする。 
６ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しないとき

又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、すみやかに第５号様式によ

る補助対象事業事故報告書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 
 
（状況報告） 

第１１条 補助対象事業者は、補助対象事業の実施状況等について、大臣の求

めがあったときは、大臣が別に定める様式及び提出期限までに、その旨を報
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告しなければならない。 
 
（完了報告） 

第１２条 補助対象事業者は第６条１項の交付決定の通知を受け取ったのち速

やかに設備の設置を行い、その設置が完了した日から３０日を経過した日ま

たは３月３０日のいずれか早い日までに第６号様式による設置完了報告書を

地方運輸局長等に提出しなければならない。 
２ 地方運輸局長等は、第１項の規定による設置完了報告書を受理したときは、

所要の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、大臣に進達するものとする。 
 
（補助金の額の確定及び通知） 

第１３条 大臣は、地方運輸局長等から進達された前条の規定について、その

報告の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書によ

り地方運輸局長等に通知するものとする。 
２ 地方運輸局長等は、大臣から前項の通知を受けたときは、補助金の額の確

定通知書により、補助対象事業者に補助金の額の確定について通知するもの

とする。 
 
（補助金の請求） 

第１４条 補助対象事業者は、国からの補助金の支払いを受けようとするとき

は、第７号様式による補助金支払請求書を大臣に提出しなければならない。 
 
（交付決定の取消し及び補助金の返還命令） 

第１５条 大臣は、次に掲げる場合には、第６条の交付決定の全部若しくは一

部を取り消し又は変更することができる。 
一 補助対象事業者が、法令、本要綱若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は

指示に違反した場合 
二 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 
三 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正行為等を行った場合 

 
２ 大臣は、前項の規定による交付決定の取り消しを行った場合において、既

に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を

付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 
 
（取得財産等の管理） 

第１６条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加し
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た財産（以下「取得財産等」という。）については、善良な管理者の注意をも

って管理し、その効率的な運用を図らなければならない。 
２ 補助対象事業者は、取得財産等について、第８号様式による取得財産等管

理台帳を備え管理しなければならない。 
 
（取得財産等の処分の制限） 

第１７条 補助対象事業者は、取得財産等のうち、適正化法施行令第１３条第

１号から第３号までに掲げる取得財産等及び同条第４号並びに第５号の規定

により大臣が別に定める取得財産等については、補助金の交付の目的及び当

該財産の耐用年数を勘案して、大臣が定める期間（以下「財産処分制限期間」

という。）を経過するまでは、大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊（以下

「処分」という。）してはならない。 
２ 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ第９号

様式による財産処分承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければな

らない。 
３ 大臣は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち

第１項の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する補助

金相当分を原則として返還させるとともに、さらに、当該処分により利益が

生じたときは、交付した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を国に

納付させることとする。 
 
（書類の保存義務） 

第１８条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る書類を補助金の交付を受け

た取得財産等の財産処分制限期間が経過するまで保存しておくものとする。 
 
（提出部数） 

第１９条 この要綱に定める申請書、その他書類の提出部数は、２部（正本１

部、副本１部）とする。 
 
（補助対象事業者の責務） 

第２０条 補助対象事業者は、補助によって設備を導入した広域物資拠点施設

が災害時において有効に活用できるよう、広域物資拠点施設及び補助によっ

て整備した設備の維持管理を行わなければならない。 
２ 補助対象事業者は、協議会において定められた物流計画及び地方自治体と

締結した災害時応援協定に基づき、広域物資拠点施設としての責務を果たさ

なければならない。ただし、補助対象事業者の責に帰さない合理的な理由が



 

6 
 

ある場合はこの限りではない。 
 
（活動報告） 

第２１条 補助対象事業者は、災害発生時に物流計画及び地方自治体との災害

時応援協定に基づき、補助により整備した設備を使用し、支援物資の受入れ、

保管、仕分け等の業務を実施した場合には、その支援物資受入れ等の業務開

始から１ヶ月ごと及び支援物資に関する業務の完了後に、遅滞なくその実施

内容についての報告書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 
 
（国土交通大臣による調査等） 

第２２条 大臣は、補助対象設備の適正な整備・維持等を図るため、補助対象

事業者に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。 
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別 表 

内 容 
協議会で指定された広域物資拠点施設において、非常用電源設備及び非

常用通信設備の整備を行う事業 

補 助 対 象  

事 業 者 

補助対象事業者は、協議会において指定する広域物資拠点施設の整備を

行う事業者で、当該協議会において補助対象事業者として指定された者

とする。 

補 助 対 象  

経 費 

補助対象経費は、非常用発電設備及び非常用通信設備の導入に係る費用

（当該設備の設置及び使用開始に必要な設計・工事等に係る費用を含む）

とする。ただし、非常用発電設備の燃料、非常用通信設備の通信費等の

経費については補助の対象外とする。 

補 助 対 象  
設備の条件 

補助対象設備については、以下に定める条件を満たすものでなければな

らない。 
 
（１）非常用発電設備 

 
イ）外部からの電源供給が途絶えた状況にあって、該当物流施設への

緊急支援物資の搬入、搬出、保管、仕分け等の作業を滞りなく実

施することができるだけの電源を確保できること。 
ロ）外部からの電源供給、燃料の補給が途絶えた状況にあって、３日

間以上、作業の実施を可能とする燃料タンク容量を確保できるこ

と。ただし、燃料を別途施設内に保管し、常に発電機への補充を

行うことができる状況にある場合はこの限りではない。 
 

（２）非常用通信設備 
 
イ）災害時にあって、外部からの電源供給が途絶えた状態にあっても

使用が可能であること。 
ロ）一般電話回線に繋がる固定電話等と直接通信を行うことが可能な

こと。 
ハ）一般電話回線を利用した画像情報の受送信（ファクシミリとして

の利用）が可能なこと。 

補 助 率 

１／２（補助対象設備を設置する物流施設が都道府県をまたいで活用さ

れるものとして協議会において指定された施設） 
１／３（補助対象設備を設置する物流施設が１都道府県のみにおいて活

用されるものとして協議会において指定された施設） 
補助金の額 補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。 

補 助 金 の  
額 の 確 定  

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 
（１）補助対象事業の実施に要した補助対象経費の実績額に基づく補助

金の額 
（２）補助金交付決定額（交付決定額を変更した場合は当該変更後の額） 
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  番   号   

年 月 日   
 
 
国土交通大臣 殿 

 
 

住  所 
名  称 
代表者名        印 

 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金交付申請書 
 
平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金 金      円の交付を受

けたいので、補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律（昭和３０年法律

第１７９号）第５条の規定に基づき、別添関係書類を添えて申請します。 
 
 

第１号様式（第５条第１項関係） 



 

9 
 

 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金交付申請事業 
 

１．申請者の概要 
名 称  代 表 者   

資 本 金  従 業 員 数   

主たる業種  設立年月日   

担 当 者  担当者連絡先  

 

２．補助により設備整備を行う施設の概要 
施設の名称  施設の規模  

施設の位置  

施設の用途  

 

３．補助金申請額の内訳 

補助対象 
補助対象経費額

（円） 

補助金額 

（円） 

補助対象設備整備の 

完 了 予 定 日 

    

    

    

 

 

（添付書類） 
１．補助により整備される施設の構造等が分かる書類 
２．補助により整備する設備の仕様等が分かる書類 
３．補助対象経費の算出の根拠となる書類 
４．振込先調書（添付できない場合は、後日提出すること） 
５．その他補助金の交付に関して参考となる書類 

 

第１号様式 別紙 
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番 号   
年 月 日   

 
 
国土交通大臣 殿 

 
 

住  所 
名  称 
代表者名        印 

 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金交付決定（変更）申請書 
 
平成  年  月  日付け    第   号をもって補助金交付決定通

知のありました標記補助金に係る申請書類の内容を下記のとおり変更したいの

で、広域物資拠点施設整備費補助金交付要綱第７条の規定に基づき申請します。 
 

記 
 
１．変更事項及びその内容 
 
 
２．変更する理由 
 
 
３．変更事項に係る新旧対照表 
 
 
４．その他参考となる書類 
 

第２号様式（第７条関係） 
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番 号   
年 月 日   

 
 
国土交通大臣 殿 

 
 

住  所 
名  称 
代表者名        印 

 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金交付取下届出書 
 
平成  年  月  日付け    第   号をもって補助金交付決定通

知のありました標記補助金については、下記のとおり不服があるので、補助金

等に係る予算の執行の適正化に係る法律（昭和３０年法律第１７９号）第９条

の規定に基づき、交付申請を取り下げます。 
 

記 
 
１．交付申請年月日及び番号 
 
 
２．補助金の額 
 
 
３．不服のある交付決定の内容又は交付決定に付された条件 
 
 
４．取り下げる理由 
 

第３号様式（第９条関係） 



 

12 
 

 
番 号   
年 月 日   

 
 
国土交通大臣 殿 

 
 

住  所 
名  称 
代表者名        印 

 
 
   平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金に係る補助対象事業中止

（廃止）申請書 
 
平成  年  月  日付け    第   号をもって補助金交付決定通

知のありました標記補助金に係る補助対象事業について、下記の理由により同

事業を中止（廃止）したいので、補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法

律（昭和３０年法律第１７９号）第７条の規定に基づき、申請します。 
 

記 
 
１．補助対象事業を中止（廃止）する理由 
 
 
２．補助対象事業を中止する期間及び再開後の完了年月日 
 
 
３．その他参考となる書類 
 

第４号様式（第１０条第２項関係） 
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番 号   
年 月 日   

 
 
国土交通大臣 殿 

 
 

住  所 
名  称 
代表者名        印 

 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金補助対象事業事故報告書 
 

平成  年  月  日付け   第   号をもって補助金交付決定通知

のありました標記補助金に係る補助対象事業ついて、下記のとおり事故が発生

しましたので報告します。 
 

記 
 

１．事故の種類 
 
 

２．事故の主な原因 
 
 

３．事故に対する補助対象事業者の対処方針 
 
 

４．その他報告が必要な内容 
 
 

第５号様式（第１０条第６項関係） 
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番 号   
年 月 日   

 
 
国土交通大臣 殿 

 
 

住  所 
名  称 
代表者名        印 

 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金設備整備完了報告書 
 
平成  年  月  日付け    第   号をもって補助金交付決定通

知のありました標記補助事業における施設整備が完了したことについて、補助

金等に係る予算の執行の適正化に係る法律（昭和３０年法律第１７９号）第１

４条の規定に基づき、別添関係書類を添えて下記のとおり報告します。 
 

記 
 

補 助 対 象  

経 費 額 
交付決定額 実 施 額 差  額 補 助 金 額  

     

 

 

（添付書類） 
１．補助対象経費の実績額を明らかにした書類 
２．補助対象経費の支払いを証明する書類（添付できない場合は、後日提出す

ること） 
３．その他参考となる書類 

第６号様式（第１２条関係） 
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番 号   
年 月 日   

 
支出官 
国土交通省大臣官房会計課長 殿 

 
 

住  所 
名  称 
代表者名        印 

 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金支払請求書 
 
平成  年  月  日付け    第   号をもって補助金の額の確定

通知のありました標記補助金について、広域物資拠点施設整備費補助金交付要

綱第１４条の規定に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求する。 
 

記 
 

補助金額 金        円 

受取人 

（口座名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 
（〒    -    ） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

振込先金融機関 

及び支店名 

銀  行 

信用金庫            支店 

そ の 他 

預金種別 普通預金  当座預金 

口座番号        

１．下記２．以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 

２．上記３．は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けること。なお、その

他の場合にあっては、金融機関名（例：○○農業協同組合）を記入すること。 

３．上記４．は、普通預金・当座預金のいずれかに○を付けること。 

４．上記５．の口座番号は、右詰めで記入すること。

（注） 

第７号様式（第１４条関係） 
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広域物資拠点施設整備費補助金取得財産等管理台帳 
（平成  年度） 

 

取 得 者 の  

氏名・名称  
 

財  産  名   

規   格   

 金額（円）   

取得年月日   

耐 用 年 数   

設 置 場 所   

備   考   

 （注）備考欄には、取得財産毎に識別できる内容を記載すること。 

 

 

 

第８号様式（第１６条第２項関係） 
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番 号   
年 月 日   

 
 
国土交通大臣 殿 

 
 

住  所 
名  称 
代表者名        印 

 
 

財産処分承認申請書 
 
平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金に係る補助対象事業により取得

した財産を、下記のとおり処分したいので、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第２２条の規定に基づき、申請

します。 
 

記 
 
１．処分しようとする財産の明細 
 
 
２．処分の内容 
 
 
３．処分しようとする理由 
 
 
４．その他参考となる書類 

第９号様式（第１７条第２項関係） 
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 参考資料  

 

補助金交付に係る手続の概要 

民間の施設・ノウハウを活用した 

災害に強い物流システムの構築に関する協議会 

国 

（国土交通省） 

事 業 者 

（メンバーとして参加） 

② 交付申請（第５条） 

③ 交付決定（第６条） 

④ 申請変更・取下げ・中止等 

（第７、９、１０条） 

⑤ 交付決定の変更（第８条） 

⑦ 設備設置完了報告（第１２条） 

⑧ 交付額確定（第１３条） 

① 施設・事業者の指定 

（物流計画等による条件・義務の付与） 

⑨ 補助金の請求（第１４条） 

⑩ 補助金の交付 

⑪ 活動報告（第２１条） 

第２０条による 

遵守義務 

⑫ 調査等の実施（第２２条） 

補 助 後 

⑥ 状況報告（第１１条） 
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番 号   
年 月 日   

 
 
補助対象事業者 殿 

 
 

国土交通大臣         
 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金交付決定通知書 
 
平成  年  月  日付け    第   号をもって申請のあった「平

成  年度広域物資拠点施設整備費補助金」については、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」

という。）第６条の規定により、下記のとおり交付することを決定したので、同

法第８条の規定に基づき、通知する。 
 

記 
 
１．補助対象設備 
 
 
２．補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 
   補助対象経費  金           円 
   補助金の 額  金           円 
 
３．補助対象事業者は、適正化法及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号）

並びに広域物資拠点施設整備費補助金交付要綱（平成２５年２月２７日付け

第２３９号）に定めるところに従わなければならない。 
 

参考様式（第６条関係） 
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番 号   
年 月 日   

 
 
補助対象事業者 殿 

 
 

国土交通大臣         
 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金交付決定（変更）通知書 
 
平成  年  月  日付け    第   号をもって補助金交付決定

（変更）申請のあった標記補助金にかかる交付決定は、下記のとおり変更した

ので、広域物資拠点施設整備費補助金交付要綱第８条の規定に基づき、通知す

る。 
 

記 
 

 補助対象設備 補助対象経費（円） 補助金の額（円） 

変更前    

変更後    

 

参考様式（第８条関係） 
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番 号   
年 月 日   

 
 
補助対象事業者 殿 

 
 

国土交通大臣         
 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金中止（廃止）承認通知書 
 
平成  年  月  日付け    第   号をもって申請のあった標記

補助金にかかる補助金中止（廃止）については、下記のとおり「補助金等にか

かる予算の執行の適正化に関する法律」（昭和３０年法律第１７９号）第１０条

第１項の規定に基づき、国土交通大臣が承認し、下記のとおり補助金の交付決

定を取り消すこととしたので、同法第１０条第４項の規程で準用する同法第８

条に基づき、通知する。 
 

記 
 
１．氏名又は名称 
 
 
２．補助対象事業 
 
 
３．交付決定を取り消す補助金の金額 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考様式（第１０条関係） 
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番 号   
年 月 日   

 
 
補助対象事業者 殿 

 
 

国土交通大臣         
 
 

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金の額の確定通知書 
 
平成  年  月  日付け    第   号をもって実績報告のあった

平成  年度広域物資拠点施設整備費補助金については、補助金等にかかる予

算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１５条の規定

に基づき、下記のとおり確定したので、通知する。 
 

記 
 

確定補助金額  金           円 
 
 

参考様式（第１３条関係） 


